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第６回標茶町農業委員会総会会議録 

 

                       開催年月日 令和 ２年１１月２６日（木曜日）                

開催場所  標 茶 町 役 場 議 場 

○議 事 日 程      

第 １ 会議録署名委員の指名について        

第 ２ 会期決定について 

第 ３ 会務報告 

第 ４ 報告第  ９号 農用地利用関係調整・あっせん申出に係るあっせん 

委員の指名について                   １０件 

第 ５ 報告第 １０号 農用地譲渡申出に係るあっせん結果について         ２件 

第 ６ 報告第 １１号 農用地賃貸借申出に係るあっせん結果について        １件 

第 ７ 議案第 ３０号 現況証明願について                    ２件

第 ８ 議案第 ３１号 農業振興地域整備計画の変更について            ２件 

第 ９ 議案第 ３２号 農地法第３条の規定による許可申請について         ２件

第１０ 議案第 ３３号 農用地の買入協議に係る要請について            １件 

第１１ 議案第 ３４号 農用地利用集積計画の作成の要請について         １８件 

 第１２ 議案第 ３５号 標茶町農業振興地域整備計画の見直しについて 

                        

 

○出席委員（１４名） 

    ２番 舟山 珠代 君   ３番 髙橋 政寿 君   ４番 笛木 眞一 君 

   ５番 嶋中  勝 君   ６番 津野  斉 君   ７番 佐瀨日出夫 君 

   ８番 熊谷 英二 君   ９番 澁谷  洋 君  １０番 渡邊 裕義 君 

  １１番 高松 俊男 君  １２番 甲斐やす子 君  １３番 平山 正志 君 

  １４番 小野寺典男 君  １６番 佐藤 德市 君 

 

〇議事参与の制限を受けた委員（ ２名） 

   ●●番 ●● ●● 君  ●●番 ●● ●● 君 

 

○欠席委員（ ２名） 

    １番 佐藤 松喜 君  １５番 森田 享子 君 

 

○その他出席者 

事務局長 相撲 浩信 君         振興係長 不藤さとみ 君         

農地係長 小幡 裕也 君         主  事 大河原 広 君 
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（会長 佐藤德市君、議長席に着く。） 

 

◎開会の宣告 

○会長（佐藤德市君） 只今から第６回標茶町農業委員会総会を開会致します。 

只今の出席委員は１４名、欠席２名であります。 

よって、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定による定足数に達しておりますので、

本総会は成立致しました。 

                                 （午前１０時００分開会） 

 

◎開会の宣告 

○会長（佐藤德市君） 直ちに会議を開きます。 

  

     ◎会議録署名委員の指名 

○会長（佐藤德市君） 日程第１。会議録署名委員の指名を行います。 

 会議録署名委員は、会議規則第８２条の規定により、 

      ９番・澁谷君    １０番・渡邊君  

を指名致します。 

 

◎会期の決定について 

○会長（佐藤德市君） 日程第２。会期決定を議題と致します。 

 第６回標茶町農業委員会総会の会期は本日１日限りと致したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、本総会の会期は本日１日と決定致しました。 

 

◎会務報告 

○会長（佐藤德市君） 日程第３。会務報告を行います。 

 会務報告は印刷配布のとおりであります。 

 

◎報告第９号 

○会長（佐藤德市君） 日程第４。報告第９号、農用地利用関係調整・あっせん申出に係るあ 

っせん委員の指名について、内容１０件を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 番号１から番号１０まで内容１０件について、審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

 ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号１０まで内容１０件を、一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 
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 報告第９号について説明させていただきます。 

 農用地利用関係調整・あっせん申出に係るあっせん委員の指名について、農用地利用関係調整・

あっせん申出に係るあっせん委員を次のとおり指名したので報告するものであります。 

 指名したあっせん委員は、別紙のとおり１０件となっております。 

 番号１。 

 あっせん申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●●

●●さん。 

 申出面積、３０．３ｈａ。 

 指名年月日、令和２年１０月２９日。 

 申出の種類、賃貸借。 

指名あっせん委員、高松委員、髙橋委員、澁谷委員。 

なお、番号２から番号１０につきましては、あっせん申出者が番号１と同じでありますので、説

明を省略させていただきます。 

番号２。 

 申出面積、２３．３ｈａ。 

 指名年月日、令和２年１１月２日。 

 申出の種類、売買。 

 指名あっせん委員、甲斐委員、笛木委員、熊谷委員、渡邊委員。 

 なお、番号３から番号１０につきましては、指名年月日、申出の種類、指名あっせん委員が番号

２と同じですので、説明を省略させていただきます。 

番号３。 

 申出面積、４．８ｈａ。 

 番号４。 

申出面積、２３．３ｈａ。 

 番号５。 

 申出面積、１２．８ｈａ。 

 番号６。 

 申出面積、１４．８ｈａ。 

 番号７。 

 申出面積、１９．４ｈａ。 

 番号８。 

 申出面積、２２．２ｈａ。 

番号９。 

 申出面積、１４．１ｈａ。 

番号１０。 

 申出面積、２４．３ｈａ。 

以上です。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって、番号１から番号１０まで内容１０件について事務局の説明

を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 



4 

 

○会長（佐藤德市君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号１０まで内容１０件については、報告のとおり承認されました。 

 以上をもって、報告第９号、内容１０件は報告のとおり承認されました。 

 

◎報告第１０号 

○会長（佐藤德市君） 日程第５。報告第１０号、農用地譲渡申出に係るあっせん結果について、 

内容２件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

報告第１０号について説明させていただきます。 

農用地譲渡申出に係るあっせん結果について次のとおり報告するものであります。 

別紙のとおり２件となっております。 

 番号１。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 あっせん委員長、髙橋委員。 

 あっせん委員、澁谷委員、高松委員、平間委員。 

 報告年月日、令和２年５月８日。 

 譲受人、地番、価格等については下記のとおりとなっております。 

 当該あっせん案件は、譲渡申出があり上記あっせん委員が指名され、第１回あっせん委員会を開

催し土地の価格を算定し譲渡人より了承を得て、第２回あっせん委員会を開催し、農用地の利用関

係の調整を実施した結果、公益財団法人北海道農業公社に対し町を経由して買入の要請を行うこと

となりましたので、報告するものであります。 

 土地の所在、字ヌマオロ原野３８－１。 

 現況地目、畑。 

面積、６１，７３８㎡外１６筆、合計面積は６６６，０９２㎡。 

価格、２７，３５８，０００円。 

一時貸付予定者は、●●●●さんとなっております。 

番号１につきましては、あっせん委員長であります髙橋委員より、報告をお願い致します。 

○会長（佐藤德市君） ３番・髙橋君。 

○３番（髙橋政寿君） ３番・髙橋です。 

 報告第１０号、番号１について報告致します。 

令和２年４月１６日に、あっせん委員の指名があり、令和２年４月３０日に高松委員、澁谷委員、

平間委員と私、事務局より小幡係長と大河原主事で現地調査を行い、価格を決定し、あっせん委員

長に互選された私より、申出者に価格を提示したところ、譲渡の承諾を得ましたので、令和２年５

月８日に、役場大会議室において第２回あっせん委員会を開催し、買受希望者を調整したところ、

●●●●さんに決定しましたが、譲受人より公益財団法人 北海道農業公社による農地保有合理化
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事業の実施の要望がありました。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって番号１について事務局の説明、並びににあっせんにあたられ

ました、３番・髙橋君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については報告のとおり承認されました。 

 続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 番号２。 

 あっせん譲渡申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●● ●

●●●さん。 

 あっせん委員長、甲斐委員。 

 あっせん委員、笛木委員、熊谷委員、渡邊委員。 

 報告年月日、令和２年１１月９日。 

 譲受人、地番、価格等につきましては下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字虹別原野５８線１１６－１。 

 現況地目、畑。 

面積、４４，９６２㎡外７筆、合計面積は２３３，４１５㎡。 

価格、１５，１４０，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係は、資金借入。 

続きまして、土地の所在、字虹別原野５８線１５６－１。 

 現況地目、畑。 

面積、４８，７８０㎡。 

価格、３，４１１，０００円。 

譲受人氏名、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続きまして、土地の所在、字雷別５７－１。 

 現況地目、畑。 

面積、２６，４１３㎡外４筆、合計面積は２３３，９５６㎡。 

価格、３，９０８，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 
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予定資金関係、資金借入。 

続きまして、土地の所在、字西熊牛原野西４線７０－５。 

 現況地目、採放地。 

面積、１８，８４９㎡外５筆、合計面積は１２８，１９１㎡。 

価格、３，８０７，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続きまして、土地の所在、字虹別原野２６。 

 現況地目、畑。 

面積、４９，６４８㎡外４筆、合計面積は１４８，８７８㎡。 

価格は、１０，２８０，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続きまして、土地の所在、字雷別５２－２。 

 現況地目、採放地。 

面積、８８，６８９㎡外５筆、合計面積は１９４，２４０㎡。 

価格は、４，５６７，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続きまして、土地の所在、字雷別６２－８。 

 現況地目、畑。 

面積、４５，９４８㎡外９筆、合計面積は２２２，１９２㎡。 

価格は、５，５７４，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続きまして、土地の所在、字雷別５９－５。 

 現況地目、畑。 

面積、４６，１８０㎡外２筆、合計面積は１４１，０７８㎡。 

価格、４，５７２，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入。 

続きまして、土地の所在、字西熊牛原野５－７。 

 現況地目、畑。 

面積、３０，７２６㎡外５筆、合計面積は２４３，１５２㎡。 

価格、７，２３６，０００円。 

譲受人氏名、●●●●さん。 

予定資金関係、資金借入となっております。 

合計５０筆、合計面積は１，５９３，８８２㎡となっております。 

 なお、番号２につきましては、あっせん委員長であります甲斐委員より、報告をお願い致します。 

○会長（佐藤德市君） １２番・甲斐君。 

○１２番（甲斐君） １２番・甲斐です。 

 報告第１０号、番号２について報告致します。 
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令和２年１１月２日に、あっせん委員の指名があり、令和２年１１月９日に笛木委員、熊谷委員、

渡邊委員と私、事務局より小幡係長と大河原主事で役場大会議室において、第１回あっせん委員会

を開催致しました。 

あっせん委員長には私が互選されました。 

本件は、平成２７年度に農地保有合理化事業により公益財団法人 北海道農業公社の取得した農

地を●●●●さん、●●●● ●●●●さん、●●●●さん、●●●●さん、●●●●さん、●●

●●さん、●●●●さん、●●●●さん、●●●●さんが借上げ、今年度公社より売渡しを受ける

案件となりました。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって番号２について事務局の説明、並びににあっせんにあたられ

ました、１２番・甲斐君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については報告のとおり承認されました。 

 以上をもって、報告第１０号、内容２件は報告のとおり承認されました。 

 

◎報告第１１号 

○会長（佐藤德市君） 日程第６。報告第１１号、農用地賃貸借申出に係るあっせん結果について、 

内容１件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 

報告第１１号について説明させていただきます。 

農用地賃貸借申出に係るあっせん結果について次のとおり報告するものであります。 

別紙のとおり１件となっております。 

 番号１。 

 あっせん賃貸借申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●●

●●●●さん。 

 あっせん委員長、高松委員。 

 あっせん委員、髙橋委員、澁谷委員。 

 報告年月日、令和２年１１月６日。 

 借受人、地番、金額等については下記のとおりとなっております。 

 土地の所在、字オソツベツ５９４－２。 

 現況地目、畑。 
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面積、２６，２３８㎡外２筆、合計面積は７７，４２２㎡。 

年間賃貸料、６４，９８０円。 

借受人氏名、●●●●さん。 

賃貸借期間は、公告の日から令和７年９月２９日まで。 

 続きまして、土地の所在、字オソツベツ５９４－４。 

 現況地目、畑。 

面積、１５，５０９㎡外４筆、合計面積は６２，６２６㎡。 

年間賃貸料、５２，１８０円。 

借受人氏名、●●●●さん。 

賃貸借期間は、公告の日から令和７年９月２９日まで。 

続きまして、土地の所在、字オソツベツ７９１－２。 

 現況地目、畑。 

面積、１９，０００㎡外１筆、合計面積は５９，１４４㎡。 

年間賃貸料、４３，６４０円。 

借受人氏名、●●●●さん。 

賃貸借期間は、公告の日から令和７年９月２９日まで。 

続きまして、土地の所在、字オソツベツ１０６－１。 

 現況地目、畑。 

面積、４４，２０１㎡外２筆、合計面積は１０４，４１５㎡。 

年間賃貸料、１０４，２００円。 

借受人氏名、●●●● ●●●● ●●●●● ●●●●さん。 

賃貸借期間は、公告の日から令和７年９月２９日まで。 

 合計１３筆、合計面積３０３，６０７㎡。 

なお、番号１につきましては、あっせん委員長であります高松委員より、報告をお願い致します。 

○会長（佐藤德市君） １１番・高松君。 

○１１番（高松俊男君） １１番・高松です。 

 報告第１１号、番号１について報告致します。 

令和２年１０月２９日に標茶町役場大会議室において、あっせん委員会があり、あっせん委員に

は髙橋委員、澁谷委員と私が指名され、事務局より小幡係長と大河原主事が出席し、あっせん委員

長に私が互選されました。 

この農地は、●●●●さんよりあっせん申出があり、北海道農業公社が買入を実施した農地であ

り、５年後に公社より取得予定の、●●●●さん、●●●●さん、●●●●さん、●●●● ●●

●●さんへ賃貸するものです。 

詳細については、事務局説明のとおりであります。 

以上で報告を終わります。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって番号１について事務局の説明、並びににあっせんにあたられ

ました、１１番・高松君の報告を終わります。 

○会長（佐藤德市君）これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 
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 報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については承認されました。 

 以上をもって、報告第１１号、内容１件は報告のとおり承認されました。 

 

◎議案第３０号 

○会長（佐藤德市君） 日程第７。議案第３０号、現況証明願について、内容２件を議題と致しま

す。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第３０号について説明させていただきます。 

 現況証明願について、北海道農地法関係事務処理要領に基づき願出のあった、下記の土地の現況

証明願について議決を求めるものであります。 

 別紙のとおり２件となっております。 

 番号１。 

 土地の所在、字栄１９４－１。 

 登記簿地目、畑。 

 現況、農地、採草放牧地以外。 

 農地区分、一般民有地。 

 利用状況、原野。 

 面積１７，８７２㎡外９筆、合計面積は４７２，２５０㎡。 

 所有者名、●●●●さん。 

申請者名、●●●●さん。 

 調査委員は、嶋中委員、渡邊委員、森田委員。 

 調査年月日、令和２年１１月１０日。 

 なお、調査結果につきましては、渡邊委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐藤德市君） １０番・渡邊君。 

○１０番（渡邊裕義君） １０番・渡邊です。 

 議案第３０号、番号１について報告致します。 

 １１月５日付けで、調査依頼がありまして、１１月１０日に嶋中委員、森田委員と私と事務局よ

り小幡係長で現地調査をしてまいりました。 

 配布資料の１ページから４ページをご覧下さい。 

 当該地は、急斜面であり、刈り取りが困難な土地となっており、長年刈り取りがされておりませ

んでした。 

当該地につきましては、今後農地、採草放牧地として利用することが困難であると判断し、農地、

採草放牧地以外であることを確認してまいりました。 

 以上で報告終わります。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって番号１について事務局の説明並びに、現地調査にあたられま

した、１０番・渡邊君の報告を終わります。 
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 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

 続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 番号２。 

 土地の所在、字阿歴内５９－３。 

 登記簿地目、畑。 

 現況、農地、採草放牧地以外。 

 農地区分、一般民有地。 

 利用状況、山林。 

 面積、５，２３７㎡外１筆、合計面積は１６，３６２㎡。 

 所有者名、●●●●さん。 

申請者名、●●●●さん。 

 調査委員は、津野委員、佐瀨委員、甲斐委員、小野寺委員。 

 調査年月日は、令和２年１１月１２日となっております。 

 なお、調査結果につきましては、津野委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐藤德市君） ６番・津野君。 

○６番（津野 斉君） ６番・津野です。 

 議案第３０号、番号２について報告致します。 

 １１月６日付けで調査の依頼がありまして、１１月１２日に佐 委員、甲斐委員、小野寺委員と

事務局より小幡係長で現地調査してまいりました。 

 資料の５ページから６ページをご覧下さい。 

 当該地の現況は、山林となっており、隣接農地とははっきり区分けされておりました。 

以上のことから、この土地は農地、採草放牧地以外であることを確認してまいりました。 

 以上で報告終わります。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって番号２について事務局の説明並びに、現地調査にあたられま

した、６番・津野君の報告を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 
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（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第３０号、内容２件は原案可決されました。 

 

◎議案第３１号 

○会長（佐藤德市君） 日程第８。議案第３１号、農業振興地域整備計画の変更について、内容１

件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 なお、●●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になって

おりますので、除斥を求めます。 

（●●●●君退席） 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君）はい。 

 議案第３１号について説明させていただきます。 

 農業振興地域整備計画の変更について、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２に

基づき、標茶町長より意見を求められた下記の件について、意見を求めるものであります。 

 意見を求められた土地の表示は、別紙のとおり２件となっております。 

 番号１。 

 区分、用途区分変更。 

 地番、字オソツベツ２３番地１７。 

 現況地目、畑。 

 面積、８２０，６０㎡外１筆、合計面積は８，５３２．５２㎡。 

 事業計画の名称、搾乳牛舎・ラグーン整備事業。 

 事業主体は、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 事業開始は、変更後。 

 事業の規模等は、搾乳牛舎１，９２５．３７㎡、ラグーン５５２．２５㎡。 

 土地所有者、●●●●さん。 

 事業の必要性、緊急性、新たに農業用施設を整備するものであります。 

 他法令の許認可の見通しは、農地法第４条申請予定となっております。 

 土地選定の理由は、当該地は、農業用施設の建設に営農上最適であるとともに周辺には農用地以

外に代替すべき土地が無く、周辺農用地への支障も軽微なことからやむを得ず選定するものであり

ます。 

 なお、調査結果につきましては、澁谷委員よりご報告をお願い致します。 

○会長（佐藤德市君） ９番・澁谷君。 

○９番（澁谷 洋君） ９番・澁谷。  

議案第３１号、番号１について報告を致します。 

 １１月１２日に事務局より調査の依頼があり、１１月１６日に熊谷委員、甲斐委員と私、事務局

より大河原主事で現地調査を行いました。 

 申請地は参考資料の７ページから１３ページに記載されていますのでご覧下さい。 

 この案件は、●●●●で営農をする●●●●さんが搾乳牛舎建設を目的として、農振農用地区域
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内の農地を農地以外にすることを標茶町に申請し、その変更が妥当かどうかの意見を町より求めら

れたものであります。 

 この変更を受けようとする土地の表示及び状況、面積、変更しようとする内容及び目的、計画に

ついても記載のとおりと確認をしております。 

事業の規模については、妥当な面積であり、周辺には農用地等以外の代替地もなく、周辺農用地

等への影響も軽微なことからやむを得ないものと判断いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって番号１について事務局の説明、並びに現地調査にあたられま

した９番・澁谷君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

（●●●●君復席） 

続いて番号２を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

○農地係長（小幡裕也君）はい。 

 番号２。 

 区分、用途区分変更。 

 地番、字熊牛原野２３線東２９番地１。 

 現況地目、畑。 

 面積、４，５５９．２０㎡外３筆、合計面積は９，３９９．２７㎡。 

 事業計画の名称、搾乳牛舎・スラリーストア整備事業。 

 事業主体、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 事業開始、変更後。 

 事業の規模等、搾乳牛舎２，４７４．９㎡、スラリーストア６８３．１４㎡。 

 土地所有者、●●●●さん。 

 事業の必要性、緊急性、新たに農業用施設を整備するものであります。 

 他法令の許認可の見通しは、農地法第４条申請予定となっております。 

 土地選定の理由は、当該地は、農業用施設の建設に営農上最適であるとともに周辺には農用地以

外に代替すべき土地が無く、周辺農用地への支障も軽微なことからやむを得ず選定するものであり

ます。 

 なお、調査結果につきましては、嶋中委員よりご報告をお願い致します。 

○会長（佐藤德市君） ５番・嶋中君。 

○５番（嶋中 勝君） ５番・嶋中です。  

議案第３１号、番号２について報告を致します。 
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 １１月１２日に調査の依頼があり、１１月１６日に渡邊委員、森田委員と私、事務局より小幡係

長で現地調査を行ってまいりました。 

 申請地は参考資料の１４ページから１９ページに記載されていますのでご覧下さい。 

 この案件は、●●●●で営農をする●●●●さんが搾乳牛舎建設を目的として、農振農用地区域

内の農地を農地以外にすることを標茶町に申請し、その変更が妥当かどうかの意見を町より求めら

れたものであります。 

 この変更を受けようとする土地の表示及び状況、面積や内容及び目的、計画については記載のと

おりと確認をしております。 

事業の規模については妥当な面積であり、周辺には農用地等以外の代替地もなく、周辺農地等へ

の影響も軽微なことからやむを得ないものと判断いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって番号２について事務局の説明、並びに現地調査にあたられま

した５番・嶋中君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第３１号、内容２件は原案可決されました。 

 

◎議案第３２号 

○会長（佐藤德市君） 日程第９。議案第３２号、農地法第３条の規定による許可申請について内

容２件を議題と致します。 

 お諮り致します。 

 番号１から番号２まで内容２件について、審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号２まで内容２件について、一括議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第３２号について説明させていただきます。 

 農地法第３条の規定による許可申請について、農地法第３条の規定による農地等の権利移転（設

定）の許可申請があった下記の件について、議決を求めるものであります。 

 許可を受けようとする土地の表示は、別紙のとおり２件となっております。 

 番号１。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 
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 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字上多和原野西１線６８－８。 

 地目、登記簿、畑。 

現況、採放地。 

 面積、２，６８２㎡。 

契約の種類、交換。 

 権利移転設定の理由、譲渡人、譲受人共に利便性向上のため。 

 世帯員又は構成員、譲受人１名。 

 畑、採放地につきましては、譲受人が７０，２５１㎡。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

番号２。 

 譲渡人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 譲受人、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字上多和原野西１線７０－１２。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１，０５０㎡外２筆、合計面積は２，６８２㎡。 

契約の種類、交換。 

 権利移転設定の理由、譲渡人、譲受人共に利便性向上のため。 

 世帯員又は構成員、譲受人３名。 

 畑、採放地につきましては、譲受人が１，１３９，６２６．８４㎡うち借入地５８１，９２６㎡。 

 経営の状況については、省略させていただきます。 

 なお、番号１、２の調査結果につきましては、平山委員より報告をお願い致します。 

○会長（佐藤德市君） １３番・平山君。 

〇１３番（平山正志君） １３番・平山です。 

議案第３２号、番号１及び番号２について報告致します。 

１１月１０日に事務局より調査依頼があり、１１月１４日に現地調査を行ってまいりました。 

許可を受けようとする土地の表示及び状況は記載のとおり確認しました。 

今回の申請は、●●●●さんと●●●●さん双方の利便性向上のため、農地を交換し、効率的に

農地を使用するため今回の申請となりました。 

権利を取得する、双方の世帯員及び所有地及び経営地の状況は記載のとおり確認しました。 

双方が申請地の農地すべてについて耕作を行い、農作業に常時従事するかについても確認してい

ます。 

今回の申請は、●●●●さん、●●●●さんの所有地に隣接する農地の取得ですので、周辺農地

への影響はなく、効率的に利用されると認められます。 

これら調査の結果から、許可については問題ないと判断致します。 

以上で報告を終わります。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって番号１から番号２まで、内容２件について事務局の説明、並

びに現地調査にあたられました１３番・平山君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

 （｢なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご質疑ないものと認めます。 



15 

 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１から番号２まで内容２件については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第３２号、内容２件は原案可決されました。 

 

◎議案第３３号 

○会長（佐藤德市君） 日程第１０。議案第３３号、農用地の買入協議に係る要請について、内容

１件を議題と致します。 

 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 農地係長小幡君。 

〇農地係長（小幡裕也君） はい。 

 議案第３３号について説明させていただきます。 

 農用地の買入協議に係る要請について、農業経営基盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づき、

所有権移転に係る利用調整申出のあった下記の農用地について、公益財団法人 北海道農業公社に

よる買入が特に必要と認められるので、同法第１６条第１項の規定に基づき、標茶町長に買入協議

の要請をすることについて議決を求めるものであります。 

 所有権移転に係る利用調整申出のあった農用地は、別紙のとおり１件であります。 

 番号１。 

 利用調整申出者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 申出を受けた年月日、令和２年３月１１日。 

 土地の所在、字ヌマオロ原野３８－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積６１，７３８㎡外１６筆、合計面積は６６６，０９２㎡。 

 以上です。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって番号１について事務局の説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第３３号、内容１件は原案可決されました。 

 

◎議案第３４号 

○会長（佐藤德市君） 日程第１１。議案第３４号、農用地利用集積計画の作成の要請について、

内容１８件を議題と致します。 
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 番号１を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 議案第３４号について説明させていただきます。 

農用地利用集積計画の作成の要請について、下記の農用地利用集積計画は、農業経営基盤強化促

進法第１５条第４項の規定により、利用権設定等促進事業の実施が必要と認められるので、標茶町

長に農用地利用集積計画の作成を要請することについて議決を求めるものであります。 

 作成を要請する農用地利用集積計画は、別紙のとおり１８件であります。 

 番号１。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●

●● ●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字西熊牛原野１７－２。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５１，４６７㎡外４筆、合計面積２３５，３１６㎡。 

 利用権設定等の種類、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

 成立する法律関係、売買。 

 所有権移転の時期、令和２年１１月３０日。 

対価の支払期限、令和３年１月１２日。 

土地の引渡時期、対価の支払日。 

価格、１０，４７６，０００円。 

支払方法、指定口座振込みとなっております。 

なお、番号１につきましては、あっせん案件ですので、改めての現地調査は行っておりません。 

以上です。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって、事務局の説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１については原案可決されました。 

続いて番号２を議題と致します。 

なお、●●番・●●君は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定により除斥の対象になって

おりますので、除斥を求めます。 

（●●●●君退席） 

事務局より内容説明させます。 

振興係長不藤君。 
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〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号２。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●

●● ●●●●さん。 

利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●

● ●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ６２９。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２２，４５０㎡。 

 利用権設定等の種類、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、売買。 

 所有権移転の時期、令和２年１１月３０日。 

対価の支払期限、令和３年１月１２日。 

土地の引渡時期、対価の支払日。 

価格、７０７，０００円。 

支払方法、指定口座振込みとなっております。 

なお、番号２につきましては、あっせん案件ですので、改めての現地調査は行っておりません。 

以上です。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって、事務局の説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号２については原案可決されました。 

（●●●●君復席） 

○会長（佐藤德市君） お諮り致します。 

 番号３から番号１１まで内容９件について、審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３から番号１１まで内容９件について、一括議題と致します。 

 事務局より内容説明致します。 

 振興係長不藤。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 番号３。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●
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● ●●●●さん。 

 土地の所在、字虹別原野５８線１１６－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、４４，９６２㎡外７筆、合計面積２３３，４１５㎡。 

 利用権設定等の種類、所有権の移転。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

 成立する法律関係、売買。 

 所有権移転の時期、令和２年１１月３０日。 

 対価の支払期限、令和３年２月２６日。 

 土地の引渡時期、対価の支払日。 

 価格、１５，１４０，０００円。 

 支払方法、指定口座振込みとなっております。 

 なお、番号４から番号１１まで、利用権の設定等をする者、利用権設定等の種類、成立する法律

関係、所有権移転の時期、対価の支払期限、土地の引渡時期、支払方法が番号３と同じであります

ので、説明を省略させていただきます。 

番号４。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●

●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字虹別原野５８線１５６－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、４８，７８０㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 価格、３，４１１，０００円。 

番号５。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字雷別５７－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２６，４１３㎡外４筆、合計面積２３３，９５６㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

 価格、３，９０８，０００円。 

番号６。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字西熊牛原野西４線７０－５。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

 面積、１８，８４９㎡外５筆、合計面積１２８，１９１㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

 価格、３，８０７，０００円。 

番号７。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字虹別原野２６。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 
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 面積、４９，６４８㎡外４筆、合計面積１４８，８７８㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 価格、１０，２８０，０００円。 

番号８。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字雷別５２－２。 

 地目、登記簿、牧場。 

現況、採放地。 

 面積、８８，６８９㎡外５筆、合計面積１９４，２４０㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

 価格、４，５６７，０００円。 

番号９。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字雷別６２－８。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、４５，９４８㎡外９筆、合計面積２２２，１９２㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

 価格、５，５７４，０００円。 

番号１０。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字雷別５９－５。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、４６，１８０㎡外２筆、合計面積１４１，０７８㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑及び採放地。 

 価格、４，５７２，０００円。 

番号１１。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字西熊牛原野５－７。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、３０，７２６㎡外５筆、合計面積２４３，１５２㎡。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 価格、７，２３６，０００円となっております。 

なお、番号３から番号１１までにつきましては、あっせん案件でありますので、改めての現地調

査は行っておりません。 

 以上です。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって、事務局の説明を終わります。 

 これより本件に対する質疑を行います。 

 ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご質疑ないものと認めます。 

 これより本件については採決致します。 

 原案可決することにご異議ございませんか。 
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（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号３から番号１１まで内容９件については原案可決されました。 

 お諮り致します。 

 番号１２から番号１５まで、内容４件について一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長(佐藤德市君) ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１２から番号１５まで内容４件を一括議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

番号１２。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●●

● ●●●●さん。 

土地の所在、字オソツベツ５９４－２。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、２６，２３８㎡外２筆、合計面積７７，４２２㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、賃貸借。 

 利用権の期間、令和２年１１月３０日から令和７年９月２９日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年１１月３０日。 

 金額、年間６４，９８０円。 

 支払方法、毎年１２月１０日までに指定口座振込みとなっております。 

 なお、番号１３から番号１５まで、利用権の設定等をする者、利用権設定等の種類、利用権設定

等の内容、成立する法律関係、利用権の期間、土地の引渡時期、支払方法が番号１２と同じですの

で、説明を省略させていただきます。 

 番号１３。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ５９４－４。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１５，５０９㎡外４筆、合計面積６２，６２６㎡。 

 金額、年間５２，１８０円。 

 番号１４。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ７９１－２。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、１９，０００㎡外１筆、合計面積５９，１４４㎡。 

 金額、年間４３，６４０円。 

番号１５。 
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 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●

●● ●●●●さん。 

 土地の所在、字オソツベツ１０６－１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、４４，２０１㎡外２筆、合計面積１０４，４１５㎡。 

 金額、年間１０４，２００円となっております。 

なお、番号１２から番号１５までにつきましては、あっせん案件ですので、改めての調査は行っ

ておりません。 

以上です。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって事務局の説明を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１２から番号１５まで内容４件については原案可決されました。 

 続いて、番号１６を議題と致します。 

 事務局より内容説明させます。 

 振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

番号１６。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●

●● ●●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

土地の所在、字虹別原野７１８－１１。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、４９，３５８㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、賃貸借。 

 利用権の期間、令和２年１１月３０日から令和７年１１月２９日まで。 

 土地の引渡時期、令和２年１１月３０日。 

 金額、年間７４，０３７円。 

 支払方法、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

 番号１６につきましては、笛木委員に調査を依頼しておりますので、報告をお願い致します。 

○会長（佐藤德市君） ４番・笛木君。 

〇４番（笛木眞一君） ４番・笛木です。 

 議案第３４号、番号１６について報告致します。 

１１月１０日付けで事務局より調査依頼がありまして、１１月２２日に現地調査を行ってまいり
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ました。 

利用権設定等の農地につきましては、継続の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付するものです。 

借主の●●●● ●●●●さんは、農地を借受け粗飼料の確保を図るということでした。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし、適格であると判断をいたし

ました。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました４番・笛木

君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１６については原案可決されました。 

お諮り致します。 

 番号１７から番号１８まで、内容２件について審議の都合上一括議題に供したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長(佐藤德市君) ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１７から番号１８まで内容２件を一括議題と致します。 

事務局より内容説明させます。 

 振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

番号１７。 

 利用権の設定等を受ける者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●● ●●●● ●●●

●● ●●●●さん。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

土地の所在、字塘路２７９－７の内。 

 地目、登記簿、原野。 

現況、畑。 

 面積、２０，０９７㎡外１筆、合計面積２８，５８６㎡。 

 利用権設定等の種類、賃借権の設定。 

 利用権設定等の内容、普通畑。 

 成立する法律関係、賃貸借。 

 利用権の期間、令和２年１１月３０日から令和１２年１１月２９日まで。 



23 

 

 土地の引渡時期、令和２年１１月３０日。 

 金額、年間８５，７５８円。 

 支払方法、毎年１０月末日までに指定口座振込みとなっております。 

 なお、番号１８につきまして、利用権の設定等を受ける者、利用権設定等の種類、利用権設定等

の内容、成立する法律関係、利用権の期間、土地の引渡時期、支払方法が番号１７と同じでありま

すので、説明を省略させていただきます。 

 番号１８。 

 利用権の設定等をする者、●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●さん。 

土地の所在、字塘路２７７－２。 

 地目、登記簿、現況共に畑。 

 面積、５，５６１㎡外４筆、合計面積２７１，００６㎡。 

 金額、年間７６６，８７８円となっております。 

 番号１７及び番号１８については、津野委員に調査を依頼しておりますので報告をお願い致しま

す。 

○会長（佐藤德市君） ６番・津野君。 

○６番（津野 斉君） ６番・津野です。 

 議案第３４号、番号１７及び番号１８について報告致します。 

１１月１３日付けで事務局より調査依頼がありまして、１１月１９日に現地調査を行ってまいり

ました。 

利用権設定等の農地につきましては、新規の賃貸借契約であり記載のとおり確認しております。 

貸主の●●●●さん、●●●●さんは、相手側の希望により農地を貸付するものです。 

借主の●●●● ●●●●さんは、農地を借受け粗飼料の確保を図るということでした。 

この賃貸借契約については、借受者は認定農業者であり、農用地のすべてについて耕作を行い、

常時農作業に従事すると認められます。 

従って、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし、適格であると判断いたしま

した。 

詳細につきましては、事務局説明のとおりです。 

以上で報告終わります。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって事務局の説明、並びに現地調査にあたられました６番・津野

君の報告を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 よって、番号１７から番号１８まで内容２件については原案可決されました。 

 以上をもって、議案第３４号、内容１８件は原案可決されました。 

 

     ◎議案第３５号 
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○会長（佐藤德市君） 日程第１２。議案第３５号、標茶町農業振地域整備計画の見直しについて、

を議題と致します。 

 事務局より内容説明致します。 

 振興係長不藤君。 

〇振興係長（不藤さとみ君） はい。 

 議案第３５号について説明させていただきます。 

 標茶町農業振興地域整備計画の見直しについて、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第３

条の２の規定に基づき標茶町長より意見を求められた、標茶町農業振興地域整備計画（昭和４７年

３月３１日策定）の見直しについて意見を求めるものであります。 

標茶町農業振興地域整備計画書（案）は、別冊のとおりであります。 

 なお、詳細につきましては、１１月１６日に開催されました、事前説明会先の全体協議会にて説

明したとおりですので省略させていただきます。 

 以上です。 

○会長（佐藤德市君） 以上をもって本件に対する説明を終わります。 

これより本件に対する質疑を行います。 

ご質疑ございませんか。 

（｢なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご質疑ないものと認めます。 

これより本件については採決致します。 

原案可決することにご異議ございませんか。 

（｢異議なし｣の声あり） 

○会長（佐藤德市君） ご異議ないものと認めます。 

 以上をもって、議案第３５号は原案可決されました。 

 

    ◎閉議の宣告 

○会長（佐藤 市君） これをもちまして、第６回標茶町農業委員会総会に付議されました案件の

審議は、全部終了致しました。 

 

◎閉会の宣告 

○会長（佐藤 市君） 第６回標茶町農業委員会総会を閉会致します。 

 

 

（午前１０時５７分閉会） 


